
の お 知 ら せ 問い合わせ　健康課　☎７３－３０１４

▲
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●７０歳未満の人 ●７０歳以上（前期高齢者）の人

　現在交付されている認定証の有効期限は、７月３１日（木）です。認定証の更新が必要な人は、下記のものを持参の上

７月下旬に健康課または各支所市民サービス課までお越しください。

　　　　　　　　　　　①認定証（交付されている人）　　　　　　　　② 国民健康保険証

　　　　　　　　　　　③高齢受給者証（交付されている人）　　　　　④ 印鑑（認印）

入 院 時
食事標準
負 担 額

入 院 時
食事標準
負 担 額

世帯単位

（入院および外来含む）

世帯単位

（入院および外来含む）

自己負担限度額　８０，１００円＋

（医療費－２６７，０００円）×１％

ただし年間４回目以降の

自己負担限度額　４４，４００円

自己負担限度額　１５０，０００円＋

（医療費－５００，０００円）×１％

ただし年間４回目以降の

自己負担限度額　８３．４００円

自己負担限度額　３５，４００円

４回目以降の自己負担限度額
２４，６００円

自己負担限度額　８０，１００円＋

（医療費－２６７，０００円）×１％

ただし年間４回目以降の

自己負担限度額　４４，４００円

自己負担限度額　４４，４００円

自己負担限度額　２４，６００円

自己負担限度額　１５，０００円

一定以
上所得
者

上　位
所得者

住民税
非課税
世帯

（入院が90日
　を超えると
　160円）

一　般

一　般

Ⅱ

Ⅰ

２６０円
２６０円

２６０円

２６０円

２１０円

（入院が９０日
　を超えると
　１６０円）

２１０円

１００円

低　

所　

得　

者

※低所得者Ⅱは、Ⅰ以外の住民税非課税世帯の人

※低所得者Ⅰは、世帯全員が住民税非課税世帯で収入が

　 一定基準以下の人

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが６００万

　 円を超える世帯です

　国民健康保険で７０歳未満の人は、申請により交付された認定証を医療機関に提示すれば、入院時の医療機関窓

口での支払いは自己負担限度額までとなります。

　７０歳以上（前期高齢者）の人で低所得の人は、申請により交付された認定証を医療機関に提示すれば、医療機

関窓口での支払は、低所得の自己負担額までとなります。一定以上所得者と一般の人は、既に交付済みの高齢受

給者証により、もともと自己負担限度額までの負担になっていますので、申請の必要がありません。（下表青色部

分参照）

　仮に、認定証を提示しなくても、（年齢にかかわらず）自己負担限度額を超えた医療費は、高額療養費として、

あとから申請（ご案内します）により償還されます。

　住民税非課税世帯、低所得の人は、申請により交付された認定証を医療機関に提示すれば、食事の負担額が減

額されます。ただし、あとからの申請では減額されませんので、入院の際は忘れずに交付申請してください。

◆ 限度額適用認定証

◆ 限度額適用･標準負担減額認定証

国保からのお知らせ入院の際にはお
忘れなく

年次更新および新規交付申請について

申請が必
要です

申請が必
要です
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　今年度の住民税が非課税世帯の人は、申請により８月１日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交

付します。

　医療機関の窓口に認定証を提示すれば、入院時の一部負担金や食事代が減額されます。なお、療養病床に入院

している人は、食事代の負担額などが異なりますのでお問い合わせください。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）のお知らせ
◆限度額適用・標準負担額減額認定について

◆ 負担割合の変更について

手続きに必要なもの

問い合わせ先　健康課　 　　　　　　　　　 ☎７３－３０１４

　　　　　　　県後期高齢者医療広域連合　  ☎０８７－８１１－１８６６

▲

区　　　　分

一　般 ４４，４００円

２４，６００円

１５，０００円

２６０円

２１０円

１６０円

１００円

区分Ⅱ

区分Ⅰ

過去12カ月の合計入院

日数が90日以内の場合

過去12カ月の合計入院

日数が90日を超える場合

１カ月の自己
負担限度額

食事代
（１食あたり）

　今年度の住民税課税所得などにより負担区分判定を行い、８月１日から新しい負担割合が適用されます。 負担

割合が変更になる人には通知しますので、被保険者証を交換してください。なお、変更がない人は、現在お持ち

の被保険者証を引き続き使ってください。

・被保険者証

・印かん

・認定証（現在お持ちの人）

・過去１２カ月の入院日数が９０日を超

えている場合は、入院日数を確認で

きる領収書など

・本人または世帯員が、平成２０年１

月１日に本市に在住していなかった

場合は、その人の平成２０年度住民

税非課税証明書

「健康教室」三豊総合病院 要事前予約 永康病院

のご案内「高齢者ドック」

　永康病院では、「高齢者ドック」を受付してい

ます。ぜひご利用ください。

１０月末まで受付期間

９，０００円検査費用

三豊市国保ドックと同じ内容検査項目

頭部ＭＲＩ、腹部超音波検査、

喀痰検査、骨粗しょう症検査、

肝炎検査、前立腺がん検査

追加検査（別料金）

７５歳以上対 象 者

（～昭和９年３月３１日生まれ）

申し込み・問い合わせ　永康病院　☎８３－３００１

▲

◆ 食べて治してハッピーライフ
今月のテーマ：がん予防
健康学習『がん予防と早期発見・早期治療』

日　時 ７月１１日（金）　午後２時～３時３０分

調理実習『抗酸化作用のある食事でがん予防』

日　時 ７月２５日（金）　午前１０時～正午

◆ 腎臓病教室

日　時 ７月１７日（木）　午後３時３０分～５時

テーマ 腎臓が悪くなったらどうすればいいの

◆ 糖尿病教室（夜間）

日　時 ７月１０日（木）　午後６時～７時３０分

テーマ お口の健康について
夏バテと糖尿病　～水分補給に何をえらぶ？～

▲

申し込み・問い合わせ　三豊総合病院 健康管理センター
　　　　　　　　　　　☎５２－３３６６（内線１６１０）


